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綾 部 市 
AYABE CITY 

資料② 

 

令和７年１月２８日 

 
 

市は３月３日から、綾部市健幸サポートアプリ「AYATOCO（あやとこ）」の運用を開

始する。 

市では平成２６年度から、健康診断や検診の受診、ウォーキングなどの健康づくり

に取り組むことでポイントが貯まる「あやちゃん健康ポイント事業」を実施。これま

では紙のポイントカードに記入していたが、令和７年度からはスマートフォンアプリ

での実施に移行する。 

アプリの導入により、「若年層」や「働き盛り世代」「健康無関心層といわれる人」

の参加を促し、市民一人ひとりが健康的な生活習慣に主体的に継続して取り組むこと

ができる環境を整備するとともに、事業者の健康経営を支援し、市全体の健康意識の

向上・健康寿命の延伸を目指す。 

また合わせて、２月３日から、この取り組みに賛同する「AYATOCO サポーター」の

受け付けを開始する。企業、事業所、店舗、各種団体等が対象。市民や従業員に向け

てアプリの普及啓発、参加、健康づくりの活動に取り組むか、アプリの抽選賞品を提

供してもらう。サポーターに認定した団体は、アプリ上に団体名を登録するほか、市

ホームページにも掲載する。 

 

【アプリの概要】 

１ 名称    綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO（あやとこ） 

２ 運用開始日 ３月３日（月） 

３ 対象者   綾部市在住・在学・在勤で１８歳以上の人 

４ 主な機能  ア）ウォーキングに関する機能（歩数計測・ランキング機能・ウォ

ーキングコース紹介） 

        イ）データ記録機能（体重・血圧等の記録） 

ウ）ポイント付与、抽選機能 

エ）健診情報連携機能（マイナポータルと連携しアプリに健診情報 

の保存が可能） 

        オ）情報発信機能（市からの健康に関する情報をプッシュ通知） 

５ 導入費用  ４，４５９，６７５円 

６ 広報・周知 市内各施設でのチラシ設置やポスター掲示、市ホームページへの掲

載など 

７ その他   従来の紙媒体での「あやちゃん健康ポイント事業」は令和６年度で

終了。スマートフォンの操作に不慣れな人もアプリが活用できるよ

う、３月以降にアプリの操作説明会を開催予定。 

 

 

 

 

 

 

健幸サポートアプリ AYATOCO（あやとこ）の運用を開始＝３月３日～ 

取り組みに賛同する「AYATOCOサポーター」も募集＝２月３日～ 



4 

 

【AYATOCOサポーターの募集】 

１ 募集期間 

取組型：２月３日(月)から令和８年１月３０日(金)まで 

協賛型：２月３日(月)から７月３１日(木)まで 

２ 応募要件 

  「綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO」の取り組みに賛同する企業、事業所、店

舗、各種団体等で、以下のいずれかに該当する団体 

●取組型 

市民または従業員に向けて、次の①～⑤の取り組みのいずれかを実践している、 

または、今後実践する予定がある 

①AYATOCOの啓発（チラシの設置、ポスター掲示等の周知活動） 

②各種健康診断・検診受診の啓発 

③教室・健康イベント（スポーツ教室の運営、健康セミナー、社内運動会の開催 

等） 

④運動（ラジオ体操等の実施、ウォーキングコースの紹介、運動の場の提供等） 

⑤栄養（野菜たっぷりメニュー・塩分控えめメニューの提供等） 

●協賛型 

AYATOCOの抽選賞品を提供できる 

例）商品、製品、店舗等で受けられるサービス券、食事券等 

※抽選賞品の提供が生ものの場合、商品交換券等でも可 

（例：お菓子、ジャム、米、酒、食事券等） 

３ 応募方法 

  認定申請書に必要事項を記入し、保健推進課に提出 

４ その他 

  ・２月２０日（木）までの申請で、アプリリリースまでに団体名の登録が可能。 

２月２１日（金）以降も随時受け付け（団体名登録は随時可能） 

・本事業は令和７年度予定事業のため、予算が否決された場合は中止します。 

 

 
 

＜問い合わせ＞ 

保健推進課 保健推進担当課長 平岡佳子 電話０７７３（４２）０１１１ 

・アプリ名称「綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO」とは 

「健康」を「健幸」と当て字にしたのは、「幸せは健康から」という意味。また

「AYATOCO」には、「綾部市は良いところ、トコトコ歩いて良いところを見つけよう」

という意味を込めた。 

・このアプリを登録することで、ウォーキングなどの健康づくりでポイントが貯ま

り、貯まったポイントに応じて抽選に応募できるなど、楽しみながら健康づくりに

取り組むことができる。 

・アプリに体重や血圧の記録ができる機能、アプリをマイナポータルサイトに連携

することで健診情報をアプリに保存できる機能、健康に関する情報などを市から受

け取ることができる機能など、スマートフォンアプリならではの健康をサポートす

る機能もあり、より便利に健康づくりに役立てることができる。 

・抽選の応募について、ポイントカードへの記入や市保健推進課へのポイントカー

ドの提出は不要となり、より気軽に健康づくりに参加していただける仕組みとなっ

ている。 



 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

事業主体：綾部市    協力団体：綾部商工会議所 
※この事業は令和 7 年度予定事業であるため、都合により中止になることがあります。 

AYATOCO サポーターとは 

市民全体の健康づくりの意識を高めることを目的とする「綾部市健幸サポートアプリAYATOCO
あ や と こ

」
の取り組みに賛同する企業、事業所、店舗、各種団体等を『AYATOCO サポーター』として認定
し、その取り組みを広くお知らせしていくことで健康づくりに取り組みやすい街を目指します。 

応募要件 
◎「綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO」の取り組みに賛同する企業、事業所、店舗、 
各種団体等であって、下記のいずれかに該当するもの。 
認定基準について、詳しくは別紙募集要項をご確認ください。 

 

応募方法 
認定申請書に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方法で提出 

応募された方には後日ご連絡します 

応募期間  取組型  令和 7 年 2 月 3 日（月）から令和８年１月３０日（金）まで 

応募期間 協賛型  令和 7 年 2 月 3 日（月）から令和７年７月３１日（木）まで 

※令和７年２月２０日（木）までの応募で当アプリリリースまでに団体名登録が可能です 

AYATOCO サポーターに認定されるメリット 
★認定後、認定証を交付し、市のホームページ等で活動内容を紹介させて頂きます。 

★ポイントがたまる AYATOCO サポーター専用ＱＲコードを付与します。 

従業員や利用者がアプリを利用しての健康づくりに取り組みやすくなります。 

★団体ごとの歩数ランキングに参加できます。仲間と楽しみながら、健康にもなりましょう！ 

令和７年度 

１． 取組型：市民又は従業員に向けて、下記の取り組みのいずれかを実践しているところ、 

    または、今後実践しようとされるところ 

① 綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO の啓発：チラシ設置、ポスター掲示等の周知活動 

② 各種健（検）診受診の啓発 

③ 教室・健康イベント：スポーツ教室の運営、健康セミナー、社内運動会の開催等 

④ 運動：ラジオ体操等の実施、ウォーキングコースの紹介、運動の場の提供等 

⑤ 栄養：野菜たっぷりメニュー・塩分控えめメニューの提供等 
２． 協賛型：「綾部市健幸サポートアプリ AYATOCO」の抽選賞品を提供できるところであって、

認定基準を満たすところ 賞品の例）商品、店舗等で受けられるサービス券、食事券等 

AYATOCO
あ や と こ

サポーター募集 



令和６年度あやちゃん健康ポイント応援団の皆様 （敬称略） 

企業、事業所、店舗、 

各種団体等の名称 
取組型の取組内容 協賛型の提供品 

綾部医師会 
ポイント啓発 

（ポスター・ポイントカード設置） 
 

株式会社緑土（あやべ温泉）  温泉入浴券または大型迷路

利用券（２回分） 

株式会社水夢（あやべ健康プラザ） スタッフの運動への参加 
施設利用券５回分（インボ

ディ測定 1回付） 

社会福祉法人綾部福祉会 あやべ作業所 ラジオ体操の実施、館内禁煙 
濃口しょうゆ 500ml、醤油ラ

スクセット 

社会福祉法人綾部市社会福祉協議会 
ラジオ体操の実施、館内禁煙、 

健診啓発 
 

綾部商工会議所 ポイント啓発  

綾部市立病院 
教室・健康イベントの実施、 

禁煙の実施 
 

一般財団法人綾部市スポーツ協会 ポイント啓発、スポーツ教室の実施  

あやべ特産館 
ポイント啓発 

（ポスター・ポイントカード設置） 
バラ苗引換券 

綾部ヘルシーウォーククラブ ノルディックウォークで健康づくり anello 口金リュック 

綾部薬剤師会 ポイント啓発  

綾部ロータリークラブ 乳がん検診啓発  

株式会社エフエムあやべ ポイント啓発  

大槻ポンプ工業株式会社 ポイント啓発、ラジオ体操実施  

岡安自治会 
ポイント啓発、健診啓発、 

ステッププラス体操への参加要請 
 

株式会社片山化学工業研究所綾部工場 
ポイント啓発、健診啓発、ラジオ体操、

社内食堂のメニューの成分表示 
 

上八田町自治会 ポイント啓発、健診啓発  

カルビー株式会社京都工場 
ポイント啓発、ラジオ体操の実施、 

禁煙の実施 

じゃがりこ（3種）・フルグ

ラ（1袋）4点セット 

京セラ株式会社京都綾部工場 ポイント啓発、健診啓発  

京都生活協同組合中丹支部  ミックスキャロット 125ｍ

ｌ×12個入り 

京都丹の国農業協同組合 
健診啓発、健康イベントの実施、 

料理教室の開催 

彩菜館綾部店 

500 円分商品券 

京都府中丹東保健所 
ポイント啓発、健診啓発、 

健康イベントの実施 
 



企業、事業所、店舗、 

各種団体等の名称 
取組型の取組内容 協賛型の提供品 

グンゼ株式会社綾部本社 
ポイント啓発、健診啓発、社員食堂での

成分表示・減塩メニュー検討 
 

介護予防・日常生活支援総合事業所けんさぽ 

地域密着型通所介護事業所けんさぽ 

ポイント啓発、健康イベントの実施、 

運動実施、健康情報の提供 
 

株式会社ケーエスケー福知山支店 ポイント啓発 明石のり２つ入り 

社会福祉法人綾部福祉会ワークショップサクラティエ 

絵本カフェ chouchou サクラティエ 
 くるりんばあ夢 

５miche(サンクミッシュ)  食パン１斤引換券 

サント機工株式会社   QUO カード５００円分 

七百石町自治会 ポイント啓発・健診啓発  

下八田自治会 
ポイント啓発・健診啓発、運動会、 

コミナスとの健康の取り組み 
 

住友生命保険相互会社 綾部支部  スマートウォッチ 

丹波歯科医師会 歯科健診啓発 
大人用歯ブラシ１年分 

（１２本） 

ツバメ瓦斯株式会社 
ポイント啓発、健診啓発、 

健康セミナー・ラジオ体操実施 
 

中筋町自治会 健康増進啓発  

西八田地区自治会連合会 
ポイント啓発、健診啓発、 

コミナスの部屋、健康イベントの実施 
 

日東精工株式会社 啓発、運動、セミナー等の実施 ネックマッサージャー 

渕垣町自治会 ポイント啓発、健診啓発、運動の実施  

プラスツーリスト株式会社 ポイント啓発、健診啓発 
プラスツーリスト旅行券

3,000 円 

株式会社 タケダ（眼鏡市場）  眼鏡 1式（16,500 円までの

商品） 

リハプライド綾部 ポイント啓発、運動の実施  

わたなべ治療院 ポイント啓発、運動の実施 
はりきゅう(美容鍼含む) 

施術補助券 1,500 円分 

綾部市役所 
ポイント啓発、健診啓発、 

健康イベント・運動の実施 
あやバス回数券 5,000 円分 

以上全４２団体 

 問い合わせ先 

綾部市健康こども部保健推進課 

〒623-0011  綾部市青野町東馬場下１５番地の６（綾部市保健福祉センター内） 

電 話：0773-42-0111 ＦＡＸ：0773-42-5488 メール：hokensuisin＠city.ayabe.lg.jp 



様式第１号 

AYATOCO
あ や と こ

サポーター 認定申請書 
 

年   月   日 
綾部市⻑ 様 

申請者  所在地 
 
 名 称 
  

     代表者             
 

次のとおり、「AYATOCO サポーター」への認定を申請します。 
なお、認定事項を公表することについて承諾します。 

企業・事業所・店舗名等 
 

応募要件の種別 取組型 ・ 協賛型 
※該当するものに「〇」を記入してください。（複数可） 

取組型 
 

具体的な取組内容 

 
 
 

協賛型 
 

提供品の詳細 

提供品（                        ） 
提供時期（ 11 月頃 ・ 3 月頃 ・ 11 月、3 月どちらも ） 
      ※いずれかに「〇」を記入してください。 
提供個数（                       ）   

協賛型 
初回登録時の団体名の 
登録について（登録すると
団体ごとの歩数ランキング
等に参加いただけます） 

 
希望する ・ 希望しない 

※いずれかに「〇」を記入してください。 

連
絡
先 

所属  

担当者名  
電話番号  

FAX 番号  

メールアドレス  

※ 事業所等の取り組み内容が分かる資料がある場合は添付してください。 



令和７年度 

AYATOCO
あ や と こ

 サポーター 募集要項            
 

ウォーキングや健（検）診受診などの健康づくりに取り組むことによってポイントが貯まる健康ポイント

事業として平成２６年度から紙媒体で実施してきた『あやちゃん健康ポイント事業』は、令和７年３月３日

から、スマートフォン用アプリケーション「綾部市健幸サポートアプリAYATOCO
あ や と こ

」での実施に切り替わりま

す。当アプリの導入により、「若年層」や「働き盛り世代」、「健康無関心層といわれる方々」の参加を促し、

市民一人ひとりが健康的な生活習慣を主体的に継続して取り組むことができる環境を整備するとともに、事

業者の健康経営を支援し、市全体の健康意識の向上・健康寿命の延伸を目指すことを目的としています。 

この事業に賛同し、市民、従業員が健康的な生活を送れるよう、市とともに健康づくりを推進する企業や

事業所、店舗、各種団体等を、下記のとおり『AYATOCO
あ や と こ

サポーター』として募集し、その取組をさまざま

な場面で紹介し、健康づくりに取り組みやすい街を目指します。 

 

１ 事業主体 

  綾部市健康こども部保健推進課 
２ 応募要件 

「綾部市健幸サポートアプリAYATOCO
あ や と こ

」の取り組みに賛同する企業、事業所、店舗、各種団体等であっ

て、下記のいずれかに該当するもの 

取組型：市民又は従業員に向けて下記認定基準の取り組みのいずれかを実践している、または、今後

実践する予定があること 

協賛型：「綾部市健幸サポートアプリAYATOCO
あ や と こ

」の抽選賞品を提供できるところであって、下記認定基

準を満たすところ 

例）商品、製品、店舗等で受けられるサービス券、食事券等 

    ※抽選賞品の提供が生ものの場合、商品交換券等でも可 

（例：お菓子、ジャム、米、酒、食事券等） 

 

３ 認定基準 

取

組

型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

「綾部市健幸サ

ポ ー ト ア プ リ

AYATOCO
あ や と こ

」の

啓発 

対象 ・市民、従業員等 

審査 

項目 

・社内、店舗にて当アプリのチラシ設置、配布、ポスター等を掲示し

ていること 

・市が作成する健康づくりに関するパンフレットを社内、店内等へ備

え付けること等の情報発信を依頼した場合に協力する意思がある

こと 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

② 各種健（検）

診受診の啓

発 

対象 ・市民、従業員等 

審査 

項目 

・健康診断、がん検診の啓発活動を行っていること 

（例：乳がん検診ポスター掲示等） 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

③ 教室、健康

イベント 

対象 ・市民、従業員等 

審査 

項目 

・スポーツ教室等を運営し、月１回以上開催していること 

・社内運動会やボーリング大会等を開催していること 



 

 

 

 

取

組

型 

・従業員・職員の健康づくりに効果的な健康教室や講演会、健康セミ

ナー等を開催していること 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

④ 運動 対象 ・市民、従業員を対象としている取り組みであること 

審査 

項目 

・個人の体力・能力に応じたスポーツ・運動の指導を行っていること 

・正しいウォーキングの方法についての指導を行っていること 

・運動の場を提供していること 

・継続的に運動に取り組めるような福利厚生を導入していること

（例：フィットネスジムの利用補助等） 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

⑤ 栄養 
対象 

・飲食店、旅館、ホテル、社員食堂等が市民、従業員を対象とした取

り組みであること 

審査 

項目 

・野菜たっぷりメニューを提供していること 

① 1品あたり野菜７０ｇ以上のメニューがあること 

② 付け合わせ野菜のおかわりができること 

③ サラダバーが設置されていること 

・塩分控えめメニューを提供していること 

① 減塩調味料を使用したメニュー等、塩分控えめになるような工

夫がなされたメニューを提供していること 

② 調味料（しょうゆ、ソース、ケチャップ、ドレッシング等）が

別添えになっていること 

・メニューの栄養成分の表示を行っていること 

１人前当たりのエネルギーまたはたんぱく質、脂質、炭水化物、食塩

相当量（塩分）のうちいずれか１項目以上を表示していること 

・アレルギー対策を行っていること 

食品アレルギーの原因となる食品が含まれるもしくは含まれないこ

とを表示していること（卵、乳、小麦、そば及び落花生） 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

協
賛
型 

 

対象 

・綾部市に本店、支店を置く店舗、企業、各種団体 

・綾部市と包括連携協定を締結している企業 

・その他、市長が認める店舗、企業、各種団体 

審査

項目 

・協賛品等の内容は、「個人の予防・健康づくりに向けたインセンテ

ィブを提供する取組に係るガイドライン（厚生労働省）」に準じたも

のであること 

・その他：市長が認定することが適当であると認める活動を行ってい

ること 

 

４ 応募方法  

所定の認定申請用紙（様式第 1 号）に必要事項を記入のうえ、郵送・FAX・電子メールのいずれかの方

法で提出してください。申請者あてに後日連絡いたします。 

 

５ 応募期間  

取組型：令和７年２月３日（月）から令和８年１月３０日(金)まで 

協賛型：令和７年２月３日（月）から令和７年７月３１日(木)まで 



 

６ 認定の期間 

    認定期間は認定日の属する年度の 3月 31日までとします。なお認定期間終了後、申出がない限 

り、認定は自動継続とします。 

７ 取り組み内容の変更等 

  取り組み内容に変更・廃止があった場合は、所定の変更・廃止届（様式第 2号）の提出をお願いします。 

 

８ 認定の取り消し 

  取り組み内容等が認定基準を満たさなくなった場合や、取り組み内容に偽り・不正があった場合 

には認定を取り消すものとします。この場合においては、認定証を速やかに返還してください。 

 

９ その他 

・令和７年２月２０日（木）までに申請いただくと、当アプリリリースまでに団体名登録が可能です。

令和７年２月２１日（金）以降も随時応募を受け付けます。(団体名登録は随時可能です。) 

・下記に該当する事業所、店舗、団体は申請をお断りします。 

(１)実質的に経営権を有する者又は使用人又は人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋又はこれらの関

係者、その他反社会的勢力である場合 

  (２)市民の名誉や信用などを毀損し、または毀損するおそれのある場合 

  (３)業務を妨害、または妨害する恐れのある行為をした場合 

(４)健康の保持増進の効果等に関する虚偽または誇大な広告の禁止(健康増進法第３２条の２)に該当、

または特定保健用食品及び栄養機能食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示している店舗

等 

 

10 注意事項 

この事業は令和７年度予定事業であるため、都合により中止になることがあります。 

 

11 応募・問い合わせ先    

〒６２３－００１１ 京都府綾部市青野町東馬場下 15番地の６ 

   綾部市健康こども部保健推進課（綾部市保健福祉センター内） 

   TEL ０７７３－４２－０１１１／FAX ０７７３－４２－５４８８ 

   E-Mail  hokensuisin@city.ayabe.lg.jp 


